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大津市コミュニティセンター条例の一部の施行期日を定める規則を公布する。 

 令和２年３月19日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第10号 

大津市コミュニティセンター条例の一部の施行期日を定める規則 

大津市コミュニティセンター条例（令和元年条例第45号）附則第１条第１項第５号、同項第17号及び同項第19

号の規定の施行期日は、令和２年４月１日とする。    

 

 

大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和２年３月19日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第11号 

大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則の一部を改正する規則 

 大津市中小企業振興資金の融資等に関する規則（昭和49年規則第38号）の一部を次のように改正する。 

別表中 
「京都銀行 

みずほ銀行（取扱店舗 大津支店）」 
を「京都銀行」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に融資の申込みを受ける資金について適用し、同日前に融

資の申込みを受けた資金については、なお従前の例による。 

大津市訓令第３号 

大津市職員名札規程（平成15年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

 令和２年３月19日  

大津市長  佐  藤  健  司 

別記様式中「ただし、大津市民病院においては、「大 津 市   」を「大津市民病院」と、「ＯＴＳＵ  

ＣＩＴＹ」を「    大 津 市」とする。」を削る。 

附 則 

この訓令は、令和２年３月19日から施行する。 

 

訓 令 
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